
 

 

令和８年度島根県企業局森づくり事業 

募集要項 
 

                          
                       

１ 目的 

  島根県企業局は、水力事業及び工業用水道事業において、豊かな水資源を利用して事業を行っている。

こうした事業の基盤となる森林の水源涵養機能の重要性を、広く県民に啓発し、県内における水源涵養

機能の向上につなげていくことを目的に森づくり事業を実施する。 

 

２ 業務概要 

（１）業 務 名    令和８年度島根県企業局森づくり事業 

（２）業務内容    本事業は、地域住民（団体）等と連携して行う植栽※１又は維持管理※２を伴う環

境学習※３の実施を主たる業務とした、以下の一連の取組を含むものとする。 

①実施場所の調査・決定 

②実施場所の地拵え等の実施準備 

③植栽又は維持管理を伴う環境学習の実施 

④実施場所に、実施日、事業名等を記した、標柱または看板の設置 

⑤実施後の管理（草刈り、支柱の管理等） 

※１「植栽」とは、県民参加のもと、森林において、水源涵養機能の向上に資する苗木を植え付けることをいう。 

※２「維持管理」とは、植栽後の苗木の健全な生育を図るために行う下草刈り、枝落としその他これらに類する管理作業をいう。 

※３「環境学習」とは、森林の水源涵養機能の重要性について理解を深めるために行う学習をいう。 

（３）業務期間     令和９年３月２０日までとする 

（４）委託料上限額  ５０万円（消費税及び地方消費税を含む） 

 

３ 応募資格 

 次の事項のすべてを満たしている者とする。 

（１） 県内で活動する特定非営利活動法人または任意団体であり、地域や小中学校等と連携した社会貢

献の実績があること。 

（２） 島根県の「建設工事等入札参加者に対する指名停止等に係る措置要綱」又は「物品の製造の請負、

売買等に係る入札参加資格者指名停止措置要領」に基づく入札参加指名停止措置を受け、入札日

においてその措置の期間が満了していない者でないこと。 

（３） 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定による再生手続き開始の申し立て、会社更生法

（平成１４年法律第１５４号）の規定による更生手続開始の申し立てまたは、破産法（平成１６

年法律第７５号）の規定による破産手続開始の申し立てが行われている者でないこと。 

（４） 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者が含まれていないこと。 

（５） 公の秩序又は善良の風俗に反する行為を行い、又は行うおそれがないこと。 

 

４ 募集期間 

令和８年４月１日～令和８年６月３０日 

※持参の場合の受付時間は、９時から１７時（土・日・祝祭日は除く。）までとし、郵送の場合は、 

郵便書留による必着に限る。 

なお、電子メールによる提出も可とする。 

 

５ 応募方法 

（１） 提出書類 



① 令和８年度島根県企業局森づくり事業受託申請書（別紙様式第１号） 

※定款又は会則を添付すること。 

② 団体概要書（別紙様式第２号） 

③ 令和８年度島根県企業局森づくり事業実施計画書（別紙様式第３号） 

④ 見積書（課税事業者の場合は別紙様式第４号-１、免税事業者の場合は別紙様式第４号-２を提出

してください） 

⑤ 実施予定箇所の地図及び現況が分かる写真 

⑥ 団体の目的を記載したもの（定款、会則等） 

⑦ その他知事が必要と認める書類 

※①～③の様式は、県企業局のホームページで閲覧、ダウンロードできるほか、提出先及び問い合わ

せ先で配付する。 

 

（２） 提出先及び問い合わせ先 

〒690-8501 島根県松江市殿町８番地（島根県庁南庁舎） 

島根県企業局経営課業務係  

TEL：0852-22-6641 FAX：0852-22-5679 

E-mail：keieika-kanrisya@pref.shimane.lg.jp 

 

（３） 注意事項 

申請書が次のいずれかに該当する場合には、無効となることがあるので留意すること。 

① 提出期限、提出先、提出方法に適合しないもの 

② 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの 

③ 記載すべき事項以外の内容が記載されているもの 

④ 虚偽の内容が記載されているもの 

・複数の申請は認めない。 

・提出期限以降における申請書の差し替え及び再提出は認めない。 

・本要項に基づき提出された書類は返還しない。 

 

６ 採択・決定 

（１） 募集期間終了後１か月以内に以下の申請要件を満たす申請について、評価基準に基づき審査し、

適当と認められたものについて予算の範囲内で採択する。なお、必要に応じてヒアリングを行う。 

【申請要件】 

①  事業の内容 

 ・地域住民（団体）や地元小中学生等と連携しての実施を計画していること。 

 ・実施場所に、実施日、事業名等を記した、標柱または看板の設置を計画していること。 

 ・環境学習の計画をしていること。 

実施場所を委託期間完了後も受託団体または地元等により、適正な管理が可能な県内地域に設

定していること。 

    ・実施面積が概ね 500 ㎡以上であること。 

    ・植栽場所及び面積に適した樹種及び本数であること。 

②  スケジュール 

 ・事業を受託した年度の３月２０日までに事業完了予定としてあること。 

③  委託費の内容及び金額 

 ・見積金額が 50 万円以内（消費税及び地方消費税を含む）であること。 

④  受託の申請 

 ・申請に必要な書類が提出されていること。 

【評価基準】 

① 本事業の趣旨に沿う事業内容であるか 
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② 他団体や異業種、異世代と連携し、地域全体への波及効果が期待できるか 

③ 地域の実情や特性に応じた独自性や創意工夫があるか 

④ 過去に類似事業を実施しており、継続的な活動が期待できるか 

⑤ 業務内容に見合った適切な見積額で、予算額の範囲内で最大限の効果が得られる内容になって 

いるか 

（２） 採否通知は、適当と認められた者に行う。 

（３） 不採択の理由等、個別の採択に関する問い合わせには応じない。 

 

７ 完了報告 

 次の資料を提出すること。 

（１） 事業完了報告書（別紙様式第５号） 

（２） 実施状況についての資料（様式任意） 

① 事業の参加者（団体（学校）名、人数） 

② 実施エリアを記載した概略図（補植分を含む） 

③ 実施面積（植栽エリアの範囲で算出） 

④ 実施前後の写真 

（以下は植栽の場合のみ） 

⑤ 植栽した樹種名、本数 

⑥ 地拵えの内容（区域、実施者、日時、実施前後の写真） 

（３） 精算書（課税事業者の場合は別紙様式第６号-１、免税事業者の場合は別紙様式第６号-２を提出

してください。） 

（４） 経費の支出が確認できる資料（領収書の写し等） 

 

８ 委託料の支払い 

  精算払いとする。 

 

９ 留意事項 

  見積書及び精算書の記載について、 

 課税事業者は税抜き価格で計上し、計上した額の総額に消費税率を掛けた額とする。 

免税事業者は賃金等を含め、税込み額を計上し、消費税率を掛けない額とする。 

 

 

 

 


